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基本方針５ 豊かにくらすことができる環境の整備・創造 項目数８ 

（１）食の安全の確保に向けた取組の推進 
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説明 担当課  

○  ⑱ 6 食育指針の策定  （再掲） ⑱   参照 ４－（２）－イ－１０  

○  ⑱ 

9 地域における食育推進事業の実施 

 子どもが心身ともに健やかに育ち，生きる力や社会への適応

力を培っていけるよう「食育」の取組みを行い，「食べる力」を育

む地域を目指す。 

・ 区内の生徒・児童を対象に「食に関するアンケート」を実施

する。 

・ 子どもたちから募集した献立を子ども自身で調理・試食する

「子どもレストラン」や，地産地消の取組みとしての野菜の展

示即売会，募集したイラストの展示等を行う「子どもレストラン

＆食育フェスタ ｉｎ 西京」を開催する。 

・ 食育に関する講演及びシンポジウムを開催する。 

⑱   

・ 「食に関するアンケート」の実施 

 区内の小学 5 年生，6 年生及び中学 2 年生を対象

に 7月に実施し，4,204 人から回答を得た。 

・ 「子どもレストラン＆食育フェスタ ｉｎ 西京」の開催 

 11 月 25日，桂中学校にて開催した。 

・ 講演会・シンポジウムの開催 

 平成 19年 2月 3日，エミナースにて開催した。 

・ 啓発冊子の発行 

  アンケートや子どもレストラン，シンポジウム

等の結果を掲載した食育事業報告書を作成した。

 

西京区役所

総務課 

 

（２）環境に配慮した活動の推進 

 ○ ⑱ 

6 太陽光発電システムの普及促進 

 家庭部門での太陽光エネルギーの活用を更に促進し，温室

効果ガスの排出抑制を図るため，住宅用太陽光発電システム

設置助成制度を拡充する。 
⑱   

 戸建て住宅向けに加え，平成 18 年度から，分譲共同

住宅の共用部分への設置を助成対象に追加した。 

・助成件数   ⑰172 件 ⇒ ⑱224 件 

 

(参考) 

⑲助成件数 １２４件（申請中含む） 

総合企画局

地球温暖化

対策室 

 

 ○ ⑱ 

7 リターナブルびん（生きびん）等の拠点回収の推進 

 繰り返し使用できるリターナブルびんを可能なかぎり再使用す

るため，スーパーや小売店など市民が身近にリターナブルびん

を持参できるよう回収拠点を増設する。 

⑱   

⑰44 拠点 ⇒ ⑱４７拠点 

 

（参考） 

⑲４７拠点 → ７２拠点（うち，２５拠点は協力酒販店） 

環境局 

循環企画課 
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 ○  

8 使用済み天ぷら油の燃料化事業の推進 

 京都市内の家庭から排出される廃食用油（使用済み天ぷら

油）は，京都市廃食用油燃料化施設において，環境に優しい

バイオディーゼル燃料に再生し，ごみ収集車や市バスの燃料と

して使用しているが，事業の推進を図るため，回収拠点を増設

する。 

⑱   

⑰956 拠点 ⇒ ⑱1,013 拠点 

 

（参考） 

⑲1,062 拠点 

環境局 

循環企画課 

 
（３）高度情報通信社会への対応 

 ○ ⑱ 
1 迅速な報道機関等への情報提供及びホームページによる情報

発信の推進 （再掲） 
⑱   参照 ３－（１）－ア－２  

 ○ ⑱ 3 大学コンソーシアム京都，大学等への情報提供の実施 （再掲） ⑱   参照 ３－（１）－イ－２  

 

（４）京都固有の生活文化に根ざした活動の推進 

○  ⑱ ３ 食育指針の策定  （再掲） ⑱   参照 ４－（２）－イ－１０  

 


